
１．はじめに
　法律行為である遺言は相手方のない単独行為であり、
しかもその効力は遺言者の死亡時からが生じる（民法
985条１項）。そのため、遺言者の最終意思を尊重し、そ
の真意を確保する必要から、自筆証書により遺言するに

は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印し
なければならないなど（民法968条１項）、民法は厳格な
方式を求めており、方式違反は無効事由とされている1）。
　このように、遺言は法が定める方式に従わなければす
ることができない要式行為とされたことで、例えば、遺
言書に日付として記載されるべき日はいつかという問題
に対して、判例は、「真実遺言が成立した日」の日付を
記載しなければならないとする（最三判昭和52.４.19裁
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判集民事120号531頁・以下「昭和52年４月判決」という2）。
そのため、自筆遺言証書に自筆遺言が真実成立した日と
相違する日の日付が記載されていたとき、当該遺言の有
効性が問われることになる。
　最一判令和３.１.18（判タ1486号11頁他・以下「本判
決」という。）は、遺言書の作成に着手してから完成す
るまで２日以上要した事案において、その遺言の成立日
と成立した日付と相違する日付が記載されていた遺言の
有効性とについて判断した。後掲裁判要旨のとおり、結
論として、判示の事実関係の下では本件遺言書に真実遺
言が成立した日と相違する日の日付が記載されているか
らといって、直ちに本件遺言が無効となるものではない
との見解を示して、本件遺言のその余の無効事由につい
て、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻
している。
　本判決は、押印のみが後日なされた事案を巡る争いで
あるが、真実遺言が成立した日はいつかという論点に対
して、初めて最高裁が言及した判決と位置付けられる。
その意義からして、本判決は、事例判決ながら、最高裁
として遺言の成立時期について明確な判断を示した点で
重要であると考える3）。そこで、本稿において、関係する
判例、学説を精査し、本判決内容を検討することにする。

２．自筆証書遺言における成立日と記載すべき日付
２－１　学説関係
　法が遺言書に日付の記載を求めた趣旨について、通説
は、遺言当時における遺言能力の有無に関して争いが生
じた場合の判断基準時となること、抵触する内容が存す
る複数の遺言書がある場合における作成の先後を決する
際の基準とする、この２点を主な理由に挙げている4）。
　そして、作成が複数日にわたる遺言書に記載すべき日
付について、学説は分かれる。まず、遺言における要式
行為性を重視する立場で、法律行為としての遺言の成立
日は全ての方式を充たした日と捉えて、同日の日付を記
載すべきと説く（方式充足日説・以下「①説」という）5）。
これに対して、遺言者の意思表示を重視する説は、全文
自書した日の日付を記載すべきとする（意思表示日説・
以下「②説」という）6）。さらに、全文は意思表示の内容、
氏名は表意者、日付は意思表示の成立時点をそれぞれ表
すと解し、押印は意思表示の絶対不可欠な要件とまでは
いえないとした上で、全文、氏名及び日付を自書した日
を記載すべきとする見解もある（以下「③説」という）7）。
　このように、日付記載要求の趣旨との関係から、②説
が遺言能力の存否（民法961条・963条）に力点をおき、
確保されるべき真意を遺言内容上の真意とみるのに対し

て、①説は複数の遺言書が存在する場合の先後決定基準
（同1023条）として重要な意味をもつとの考えから、遺
言完成の真意に実質的な重きをおいたと思われる。また、
遺言の全文と日付、双方の自署日が近接し、一連の行為
と認められる場合については、いずれの日付記載でもよ
いと柔軟な理解を表す説が多い8）。
　自筆証書遺言の要式性については、遺言が遺言者の死
亡後に効力を生ずるという性質上、遺言者の真意に基づ
いてされたことを判断するのに適した方式を定めてお
き、これを充たすものを有効とすることで、遺言者の真
意を確保すると解される9）。この説理によれば、法律行
為としての遺言の成立は、方式全てを充たした時となり、
したがって、遺言書に記載すべき日付は、①説が主張す
るように、方式全てを充たした日付が求められることに
なる。また、遺言の意思表示に関しては、遺言書の下書
きが完成した時点をもって確定的な意思表示がなされた
と判断できるかという問題を招来する。全文が自書され
ていたとしても、この時点では遺言の意思表示とまでは
いえないとすれば、②説の見解は採用し難いように思わ
れる。本判決も、同様の観点から、本件遺言について、
押印日をもって全ての方式を充たし、遺言成立日とした
ものと考えられ、方式全てを充たした日付と解する①説
に親和的な判断と思われる。

２－２　判例関係
　遺言書作成の着手から完成までに複数日を要した事案
に関係する判例として、大判昭和６.７.10（民集10巻10
号736頁・以下「昭和６年判決」という。）は、遺言者が
病床で11月５日に遺言の全文と氏名を自書したが、「当
時病床ニ在リ重態ニシテ疲労甚シカリシ為日附ノ記載ヲ
翌六日ニ譲リ」を理由に、同月６日に同月５日の日付を
記載して押印をなした事案で、「遺言書ノ日附ハ遺言ノ
意思表示其ノモノニ非スシテ同意意思表示ノ成立ヲ証ス
ヘキ一要件タルモノト解スルヲ相当トスル」、「日附ノ記
載ノミヲ翌日ニ譲リタル場合ニ於テは同人ノ遺言ナル意
思表示ノ成立シタル前日ノ日附を遺言書ニ記載シ之ニ依
リ右遺言書ニ依ル意思表示カ該日附タル昭和四年十一月
五日ヲ以テ成立シタル事実ヲ証スルヲ妨ケサルモノト解
スルヲ相当トスル」として、「昭和四年十一月六日ナル
日附ヲ記載セサリシノ故ヲ以テ同意遺言書ヲ無効ナリト
解スヘキニ非す」とし、全文自書した日付をその翌日に
書き入れたとしても、遺言を無効にすべきではない旨判
示した。判決については、要式行為は方式として規定さ
れた要件すべてを充たした時を成立時点としなければな
らないと批判的な見解が表されているものの10）、遺言者
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は全文と氏名の自書日を遺言完成の日と誤信してその日
を記載したと考えられることから、錯誤に基づく日付と
して有効と解してよいとするものや11）、正常な判断力を
もって６日に遺言書を完成させようとしたものである以
上、一連の行為として５日でも６日でもかまわないとす
るもの12）、遺言者の能力、遺言の先後が争われない限り、
５日の日付を有効としてもよいとするなど13）、判決内容
に対しては概ね肯定的と思われる説が多い。
　前掲昭和52年４月判決は、２月４日に遺言の全文及び
氏名の自書と押印をなしたが、８日後の同月12日に同日
（２月12日）の日付を記載して、遺言書を完成させた事
案である。判決は、「民法九六八条によれば、自筆証書
によって遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び
氏名を自書し印を押さなければならず、右の日附記載は
遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるので
あるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなけれ
ばならないことはいうまでもない。しかし、遺言者が遺
言のうち日附以外の部分を記載し署名して印を押し、そ
の八日後に当日の日附を記載して遺言書を完成させるこ
とは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨
に照らすと、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日
附が記載された日に成立した遺言として適式なものと解
するのが、相当である。」と述べ、当該遺言を有効とした。
当該判断について、学説は、全文を自書して署名した日
を「真実遺言が成立した日」と解しつつも、判決は一連
の行為性を認めて遺言を有効としたと評する論もみられ
るが14）、遺言は本文の記載、署名、押印、日付の記載が整っ
た日に成立すると解する立場より、判決を支持するもの
が多く、前掲①説の見解に沿った判断と思われる15）。
　これら判例にもあるように、自筆証書遺言の作成にお
いては、下書きから完成時までに複数日を要し、留保期
間が生じることが容易に予想され、この状況を踏まえる
と、遺言なる意思表示が成立した日、つまり真実遺言が
成立した日を遺言という意思表示が確定した日と理解す
ることが自筆証書遺言作成の実情に適っているともいえ
る16）。昭和６年判決は、遺言の全文と氏名の自書を終え、
１日おいて日付を記載し押印した事例である。そして、
昭和52年４月判決は、遺言の全文、氏名の自書、押印が
先行し、その８日後にその日の日付を記載している。事
案類型は相違するが、遺言の全文と氏名の自書が先行し、
後日方式が充足する点では共通している。昭和６年判決
は、「遺言ナル意思表示ノ成立シタル」と述べているよ
うに、遺言の全文と氏名の自書をもって意思表示の基準
日とする判断を示している。また、昭和52年４月判決は
「真実遺言が成立した日」を意思表示日と解するのが相

当との理解を示したと思われる17）。両判決は、共に遺言
書には全文を自書した日の日付を記載すべきとする説に
近似した法理となっている。
　遺言の意思表示は相手方が存在するわけではなく、実
際に遺言の下書きが完成した時や全文を自書した上で後
日内容を確定する決断をした時点で日付を記載し押印し
た例など、全文が自署されていても、その段階では確定
的な意思表示がなされたとはいえない場面も生じ得るこ
とから、遺言完成に至る過程を一義的に解することは困
難と思われる18）。
　昭和６年判決は、全文及び氏名を自書した時点で確定
的な意思表示がされたと判断できるため、「遺言ナル意
思表示ノ成立シタル日」は11月５日であるとして、翌６
日に日付を５日と記載した行為は実体的に正しい意思表
示の成立日を記載したものと認めるとことができる。
　他方、昭和52年４月判決においては、２月４日に全文
を自書している以上、同日をもって遺言の意思表示が確
定的に成立しているとの理解を基に、遺言者が日付を記
載する時点まで遺言の意思表示の確定的な成立を遅らせ
ることも法は許容しているとして、日付が記載された２
月12日をもって適式に成立した遺言であると結論付けて
いる。このように、判決のいう「遺言ナル意思表示ノ成
立シタル日」と「真実遺言が成立した日」とは、遺言の
意思表示が確定的に成立した日とするとした点で、同じ
解釈に立つものと考えてよかろう19）。
　両判決が、遺言の有する単独意思表示という性質から
して、法が定める方式について、ある程度の柔軟性を許
容し、その上で、要式行為である遺言の成立時を明らか
にしたことは合理的判断といってよかろう20）。結果、作
成が２日以上にわたった遺言書において、いつの日付を
記載すべきかという問題については、行為規範として、
事案の別なく整合的に解することが可能との視座から、
遺言の意思表示の成立が確実である日すなわち全ての方
式を充たした日の日付と解される21）。

３．遺言書における日付と押印の欠如
　遺言書への押印について、判例は、自筆証書遺言は内
容上の真意に加えてそれを遺言として完成させる真意が
求められるとし、そのため、押印には文書完成担保機能
が付与されるとする22）。
　日付に関する方式違反として、日付の記載を欠いた遺
言書、あるいは年月しか記載されていない場合、判例は
それらを無効とする23）。さらに、主張・立証により遺言
成立日が明らかになったとしても、遺言は一様に無効と
している24）。
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　遺言書に日付の記載を欠く場合、外観上方式を充たし
ていないことは明白であり、これをもって、一律に無効
とすることは、遺言における無用な紛争を防止する趣旨
からして合理的であり、民法968条１項の文言上、日付
の記載を欠いた遺言を方式違反により無効とすることに
争いはない。これに倣い、押印の要件について、学説は、
押印は意思表示の絶対不可欠な要件とまではいえない
と、その必要性に疑問を呈する見解もみられるが25）、遺
言書に押印は不要と解釈する余地はないとするのが通説
である26）。
　このように、自筆証書遺言には、内容上の真意に加え
てそれを遺言として完成させる真意が求められ、そのた
め、押印には文書完成担保機能が付与されるとする判例
法理に照らせば、基本的に押印当該日を方式が充足する
基準日としつつも、押印が後日になされた場合、例外的
に先行日を基準日とする余地についての検討が求められ
よう27）。

４．基準日と記載日付の不一致
４－１　判例関係
　遺言書に日付の記載はあるものの、真実遺言が成立し
た日と相違する日の日付が記載されているとき、その遺
言の効力をどうなるのか、方式違反によりこれを無効と
すべきかという問題が生じる。
　参考先例となる最二判昭和52.11.21（裁判集民事122号
239頁・以下「昭和52年11月判決」という。）は、遺言書
に遺言成立日と相違する日の日付が記載されている場合、
「自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相
違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺
言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日
付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。」とした
上で、「遺言者（昭和48年８月当時68歳）は、昭和47年に
知り合った弁護士（元裁判官）と相談の上、昭和48年８
月に同弁護士から示された案文に基づいて遺言書を作成
し同年９月に同遺言書を同弁護士に預けたこと、同遺言
書には同弁護士を遺言執行者に指定する旨記載されてい
るところ、同弁護士は昭和30年に裁判官を退官している
のに、同遺言書には『弁護士○○』と記載されている等
の認定事実に照らせば、『昭和28年』は『昭和48年』の書
き損じであることが明白である」として、原審判断を是
認して、当該遺言を有効とした。昭和52年11月判決は、
有効であるための要件を事情に則して限定的に解してい
ることに留意が必要であるが、遺言者の意思を尊重して
方式を緩和する傾向が続くなかで、一つの限界を示した
判決として注目される28）。東京地判平成４.３.12（12LEX/

DB2549288）も、有効とする理由として、遺言書自体か
ら作成日付を特定することができる、近接した日付を付し
たにすぎない、遺言書の先後関係の判断に困難をもたら
すおそれがないことを挙げ、慎重な姿勢を示している。
その後の裁判例として、「昭和」を「正和」とした例や、「昭
和五拾四拾年」、平成二千年」など、記載自体が誤記であ
ることが明白で、かつ遺言がなされた日が特定できる事
案につき、遺言を有効としている（大阪高判昭和60.12.11
家月39巻１号148頁、東京地判平成３.９.13判時1426号105
頁、大阪地判平成18.８.29判タ1235号282頁）。
　一方、不実の日付が記載された事案について、東京高
判平成５.３.23（判タ854号265頁）は、遺言書に記載さ
れた日付が昭和56年４月４日であるにもかかわらず、同
書記載の遺言執行者の住所が昭和57年12月以降のもので
あること、実際に作成された日と作成日と異なる日付が
記載された理由が明らかでないことをもって、「単なる
誤記ではなく、不実の日付が記載された遺言書は作成日
のない遺言書と同視すべきである」として、当該遺言を
無効とした。判決については、故意による不実記載例と
解するものと、全文と日付が離れてしまった故に一連の
行為とは認められないとするものとに評価は分かれてい
る29）。ただし、遺言書の記載自体から不実記載であるこ
とが認められ、しかも、真実遺言が成立した日が特定さ
れていない等の事情からして、判決が当該遺言を無効に
することに異論はないと思われる30）。

４－２　学説関係
　学説は、従来、遺言の要式行為性を厳格に捉える立場
から、遺言者の故意・過失にかかわらず、不実の日付の
記載は無効であり、したがって、当該遺言も無効となる
と、その様式性を重視するものと31）、これとは反対に、
遺言能力及び遺言の先後が争われない限り、また争われ
た場合でもそれらの立証が可能な限りは、遺言者の故意
か否かを問わず、不実の記載も有効とすべきとする日付
の記載が要件とされる趣旨に重点をおく説とが対立して
いた32）。
　しかし、近年では、故意によるものと過失による場合
とに分け、さらに後者を単なる書き誤り（誤記）か、そ
れとも、例えば遺言成立日を全文自書日と誤って認識し
ていた場合など、不一致に至った原因に応じて扱いを異
にすべきとの説が有力となっている33）。遺言者が故意に
遺言書に遺言成立日と相違する日の日付を記載したとき
は、日付の記載を求めた法の趣旨に反し、後々の疑義や
紛争を招来するおそれがある。したがって、遺言の要式
行為性を重視する制度趣旨に反し、しかも、遺言者の真
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るおそれがあるとして、本件事実関係の下では、本件遺
言書に遺言成立日と相違する日の日付が記載されている
からといって、直ちに本件遺言が無効となるわけではな
いとした。

５－６　本判決の意義　
　本判決は、昭和６年判決、昭和52年４月判決と事案は
異にするが、後日方式を充足している点ではいずれとも
共通しており、本判決では日付の記載が先行し、しかも
遺言の全文と日付の記載が同一日になされたことで、初
の最高裁判決となった。
　遺言書の作成について、法は、全文を自署した後に日
付及び氏名の自書、押印という一連の行為が同一日にな
されることを前提としたと思われるが、実際の作業が２
日以上にわたることは容易に予想される。本件のように
押印のみが後日にされた事案における真実遺言が成立し
た日とはいつか、これまで最高裁判断が示された例はな
く、その意味からして、本判決は、事例判決ながら、最
高裁として初めて遺言の成立時期を明確にした点で意義
あると考える35）。
　そもそも、自筆証書遺言は証人等の立会を求められる
ことなく、秘密裏に作成することに利点がある。遺言書
に記載すべき日付等の行為規範が複雑化することは、そ
の要請からしても相当ではない36）。本判決は、かような
場合の遺言成立日は方式全部を充たした日であり、遺言
書には同日の日付を記載すべきであることを前提としつ
つ、遺言成立日と相違する日の日付が記載されているか
らといって、直ちに当該遺言が無効となるものではない
と解している。本判決は、遺言者の真意の実現を阻害し
ないことの重要性を強調しており、遺言作成の実務上参
考になるものと思われる。

５－７　記載すべき日付と判断の基準日について
　本判決は原々審、原審に続き、昭和52年４月判決が自
筆遺言証書には「真実遺言が成立した日」の日付を記載
すべきとした判断を踏襲した上で、本件事実関係の下で
は、押印により遺言完成日すなわち基準日とした。その
ため、当該判断については、「一連行為性」や37）、「意思
表示が確定的に成立した日」を実質的に検討する観点か
ら38）、多くの学説は最高裁の判断を整合的に理解するよ
う試みている39）。
　本判決は、本件遺言に記載された日付は全文等を自書
した日の日付であり、前掲②③説の見解に照らせば、そ
れが正しい日付とも解され、本件遺言書作成当時におい
て、Ａが同日の日付を記載することは致し方ない面があ

るといえること、また、Ａが全文等を自書してから押印
して本件遺言を完成させるまでの期間は、１箇月余で、
かつ退院して９日後には本件遺言を完成させているこ
と、Ａは弁護士立会いの下で本件遺言書に押印しており、
総じて遺言成立日の認定に疑義を生ずる可能性は低いこ
と等を考慮すれば、本件遺言書に遺言成立日と相違する
日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言
が無効となるものではないと、昭和52年11月判決と同様
の検討により判決したものと思われる。

５－８　遺言能力に関する判断基準時
　本件遺言については、Ａの遺言能力も争われている。
その判断基準時が、本件遺言書に記載された日付（４月
13日）となるのか、それとも遺言成立日（５月10日）か
に関し、本判決は何ら触れていない。この問題について、
既に後者を判断の基準時とすべきとするものや40）、遺言
能力の存否を実質的に判断する要請からは、基準日の問
題とは切り離して考えることも可能との見解も示されて
いるが41）、遺言者の遺言能力の有無を中心に他の無効原
因について、差戻審を含めて今後の司法の判断や議論に
委ねられることとなった。

５－９　遺言成立日の日付の記載を欠いた場合との比較
　前述のように、判例は、日付の記載を欠く場合は、後
に主張立証により遺言成立日が明らかになったとして
も、一律に当該遺言は無効としている。この判例法理と
本件事案との均衡について検討すると、遺言成立日を遺
言書に記載されていない事情から認定することは、遺言
者自身も主張立証が許容されるのに対して、外観上方式
は充たしているとされる遺言においては、遺言の無効を
訴える側から主張立証して初めて方式違反の問題が提起
されることになる42）。そのため、真実遺言が成立した日
の記載がなされていない事情を認め、遺言成立日と相違
する日付をもって直ちに無効ではないと説いた上で、最
高裁が本件遺言書の日付が遺言成立日とは異なる旨の立
証を求めたことは合理的な判断と解されよう。ただし、
Ａは４月13日に同日の日付を記載しており、書き誤りで
はないと推定され、誤記であること及び遺言成立日が遺
言書の記載その他から判明することは容易ではなく、本
件において、実質的に無効とする余地を見出すことは困
難であろう。

５－10　遺言者の真意の確保と実現との関係
　本判決は、裁判要旨に至る過程で、昭和52年４月判決
に倣い、真実遺言が成立した日は、全文、日付、氏名を
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自署、押印、これら全ての方式が充たされた時点と理解
し、本件遺言書には、本件遺言が押印され完成した日で
ある平成27年５月10日と記載しなければならなかったと
した。
　原審は昭和52年11月最判が示した基準に照らし、本件
遺言は無効と判断したと思えるが、最高裁は、自筆証書
遺言の方式が定められている趣旨について触れ、遺言者
の真意を確保することを前提に、必要以上に遺言の方式
を厳格に解すると、かえって遺言者の真意の実現を阻害
するおそれがあるとして、本件事実関係の下では直ちに
遺言が無効となるものではないとした。
　このように、本判決は、日付を書き誤った場合以外に
も、遺言が有効となる余地があることを示した。ただし、
どのような状況であれば遺言が有効とされるか、その具
体的な基準にまでは踏み込んでおらず、したがって、本
判決以後の判例の蓄積に委ねられることとなった。
　本件では、押印した日が明らかであり、しかも本件遺
言書に記載された日付と押印した日との間に成立した他
の遺言は確認されていない。このような事情下であれば、
遺言の先後をめぐる疑念が生じることも、遺言者の真意
の確保という法の趣旨を危うくするような要因も存在し
ないと思われる。遺言者の真意を実現するという趣旨の
優先という見地からしても、日付の要件を緩和すること
は可能であろう43）。
　ただし、押印については、本件事案のように後日押印
のみをした場合は、他の要件が後日に充たされた場合と
は別に解する余地もあると、前記③説のように他の要件
との違いを考慮した指摘がある44）。
　なお、本件遺言書は内縁の妻らに財産を遺贈又は相続
させるという目的で作成されたものである。そのため、
法定相続人に向けて遺言する場合よりも、遺言書作成の
動機と実現に向けた意思は強いと考えられる45）。加えて
弁護士立会いの下でＡは本件遺言書に押印しており、遺
言成立日の認定に疑義が生ずる可能性も低いと思われ
る。また、Ａが全文等を自書してから押印までの期間は
１箇月に満たず、退院して９日後に本件遺言を完成させ
ている。これらの本件遺言書作成当時の状況を鑑みるに
つき、Ａが同日の日付を記載することは容認されるべき
事情が多いといえよう。

５－11　本判決の射程
　本判決が、原々審、原審が採用した構成とは異なった
判断を下したことで、基準日と記載日付の不一致におけ
る単なる誤記以外を原因とする争いに関して、今後は昭
和52年11月判決の射程は及ばないこととなった。した

がって、他の考慮要素から遺言の有効性を明らかにする
ことが求められ、例えば、遺言成立日がいつであるかの
認識を遺言者が誤ったことに起因するなど単なる書き誤
りとは異なる場合、遺言書の作成過程、事情等には様々
なものが考えられ、個別具体的に、遺言の要式行為性と
いう制度上、遺言者の真意の実現という双方の要請に対
する調整が求められよう46）。
　本判決が、本件事実関係の下ではと断りつつも、「真
実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されてい
るかといって直ちに無効となるわけではない」と結論付
けたことは、原審で確定した事実関係の通り、遺言の全
文、氏名が自署された日の日付が誤記なく記載されてい
る点に、最高裁が着目したものと思われる。昭和６年判
決、昭和52年４月判決とも後日印のみをした本件事案と
異にし、１か月余り後の押印日を真実遺言が成立した日
としたことで、特徴的であるとされる47）。従来の判例と
異にする部分も含めて、いずれも一義的な解釈が困難で
あり、本判決はこれらの判例に抵触するとまではいえな
いものと思われる。
　本判決は、日付に関する要式性につき、遺言者の真意
の実現確保という視座から、一定の緩和を認めている。
しかし、本件事案に則した事例判断にとどまるため、例
えば、複数の遺言書が存在する場合の先後決定基準（民
法1023条）が争われた事案には本判決の射程は及ばない
ことになり、射程の前提となる準則を見出すのは容易で
はない48）。これについては、複数遺言が存在する場合と
遺言自体の基準日に関する有効性を巡る問題とを同列に
論じる必要はなく、本判決と同様の結論に達する可能性
につき検討すべきと考える49）。
　いずれにしても、遺言者の意思の尊重という観点から
して、遺言の方式遵守に影響を及ぼすものではなく50）、
判決理由にあるように、遺言者の真意の確保から、方式
を緩和した判断と位置付けられる。その点で、目的論的
に結論が導かれている故に日付に関する従来の議論との
関係や理論構成が必ずしも明確にはなっていないとの指
摘や51）、昭和52年11月判決の規範を当て嵌めた場合、実
質的に無効とはならない余地を見出すことが困難であっ
て、同判決との均衡を失するとの批判もみられ52）、更な



極めて限定的との見方を示したと解するものとか53）、遺
言者の真意の実現を阻害しないことへの重要性を強調し
たと54）、要式行為である遺言の効力の判断における作成
行為の連続した一体性への配慮を促すものなど55）、評価
も様々である。また、本件乙土地建物が内縁配偶者とそ
の子らの居住用に供されているという重婚的内縁とも称
される特異な事情から、内縁配偶者らの居住の保護の観
点からも遺言を活用すべきであり、当事者間の利益調整
は遺留分制度に委ねるべきとの意見もみられる56）。
　目録作成の見直し（2019年１月施行）に伴い、自筆証
書遺言の方式緩和が図られるも、遺言者が目録の枚葉ご
とに署名・押印しなければならないとされたことで、自
筆遺言証書の方式がかえって複雑になったとの指摘や、
今後自筆証書遺言が無効となる事例が多くなるのではな
いかとの懸念も表明されている57）。
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